
 

 

 

調達仕様書 
業務名︓ミーティングボード調達業務 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

粕屋町 総務部 総合政策課 

 

  



1. 調達物品 
物品 調達

数量 
内)総合政策課 内)議会局 備考 

MIRAI TOUCH P SERIES 
８６型 

２台 １台 １台 ※要件等は、ミーティ
ングボード仕様書によ
る。 ミーティングボード用スタンド ２台 １台 １台 

ミーティングボード用タッチペン ４本 ２本 ２本 
 

2. ミーティングボード本体 ※詳細は別紙「ミーティングボード仕様書」のとおり 
製品名 MIRAI TOUCH P SERIES  
型名 M86PE４S 
サイズ 86 型 
解像度 ４K（3840×2160） 
表示色 約 10.7 億色 
輝度 520cd/㎡ 
コントラスト 4000:1 
視野角 上下 178°/左右 178° 
タッチ方式/点数 赤外線遮断検出方式/最大 50 点 
保護ガラス 厚さ３.2 ㎜/アンチグレア（映り込み軽減処理） 
内部カメラ 上部︓４K 対応 オートフォーカス（プライバシーシャッター内蔵） 
マイク ８Array Microphone 

⼊⼒端⼦ 
HDMI 3 系統 
DisplayPort 1 系統 
USB 5 系統（USB2.0×１系統、USB3.0×4 系統） 

出⼒端⼦ 
HDMI 1 系統 

音声 
2 系統（デジタル出⼒端⼦<S/PDIF>×1 系統、 
ステレオミニオンジャック×1 系統） 

Type-C
端⼦ 

⼊⼒ 
2 系統 
（DP Alt Mode support）(PD:Front 15W/side 100W) 

出⼒ 1 系統 
LAN 端⼦ 2 系統（1000Base-T） 
タッチ USB 3 系統 
Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax+Bluetooth5.2） 
スピーカー出⼒ 前面（15W+15W） 
防塵 IP5X 相当 
外形寸法 
（幅×高さ×奥⾏）[㎜] 約 1960×1180×84 

VESA[㎜] 800×600 
重量 約 59 ㎏ 



3. 納⼊期限 
令和８年６月２６日（⾦）17 時 00 分まで 
※納⼊日は本町と協議し、決定すること。 
 

4. 納⼊場所 
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号 粕屋町役場２階 総合政策課  
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目１番１号 粕屋町役場３階 議会局  
 

5. 物品の納⼊ 
(1) 粕屋町と納⼊日程の調整を⾏い、物品搬⼊の際は事前に連絡すること。 
(2) 物品は粕屋町の指定する場所に搬⼊・運搬し、全ての物品が本仕様書を十分に満たしていることを担

当者⽴会の元で確認すること。 
(3) 作業中に仮撤去・移設したものは、作業後に現状どおり復旧すること。また、作業中に破損等が発生し

た場合は、落札者の責任で直ちに復旧すること。 
(4) 機器の設定をし、ソフトウェア等をインストールした状態ですぐに利用可能な状態で引き渡すこと。 
 

６．契約に関すること 
   ・調達物品の内訳は、本仕様書「１．調達物品」のとおりとする。そのため、落札後の契約は、総合政策課 

と議会局とそれぞれで契約締結をするものとする。 
・契約書は落札者が作成し、契約内容については粕屋町と協議するものとする。 

   ※当町の定型様式はなし。 
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1.調達機材の詳細仕様 
導⼊する各機材の詳細を列記する。 

 
1.1.規格・認証 
(1)日本国内での使用を考慮し、国内メーカー製品（海外メーカーの日本法人製品は不可）であり、

国内の電気用品安全法及び VCCI クラス B を取得していること。 
(2)適合規格として、S マーク認証製品であること。 
(3)会議室等での⻑期運用を考慮して防塵性能は IP5X 以上を有すること。 
 
1.2.ミーティングボードに関する性能・機能等 
(1)ミーティングボードは、⻑期運用に耐えうる液晶パネルを使用し、安全を考慮した強靭な強化ガラス

を用いた構造であること。 
(2)内部及び外部ストレージ（USB メモリー）から直接 Office ファイル（Excel、PowerPoint、

Word）や PDF、静止画像・動画ファイルを開けること。 
(3)パソコン及びドングル型 PC を使用せずに下記のホワイトボード機能を有していること。 

ア．容易に新規ページを追加でき、複数ページをまとめて保存することが可能であること。 
   イ．イメージファイル若しくは PDF ファイルにエクスポートができること。 
   ウ．ホワイトボード機能から内部及び外部ストレージの PDF ファイルやイメージファイル等を開き、ホ

ワイトボード機能内で書き込みができること。 
   エ．描画領域をピンチイン、ピンチアウトによる拡大縮小の操作が可能であること。 
   オ．描画中に操作パネルを操作せずに手のひらにて消去できる機能を有していること。 
   カ．4 人が同時に書き込み及び消去ができ、ペンの色等を変えることができること。 
   キ．マーカーペン、⽂字認識ペン機能を有していること。 
   ク．3D の図形を描画できる機能を有していること。 
    ケ．作成したデータはミーティングボード上から QR コードなどを生成し簡単にデータ共用の仕組み

を有すること。 
コ．定規、コンパス等の機能があること。 
サ．描画、⽂字、図形、コピー機能を有すること。 
シ．任意の背景を登録することができること。 

(4)ストップウォッチ機能、スポットライト機能、カーテン機能、画面キャプチャ（静止画）、タイマー機能 
を有していること。 

(5)メーカーが用意したクラウドサービス経由でアプリケーションをインストールする機能を有していること。 
(6)搭載されているファイル管理アプリケーションがネットワーク通信プロトコル SMB3.0 以上に対応して 

いること。 
(7)搭載されているファイル管理アプリケーションが GoogleDrive、OneDrive に対応していること。 



(8)コントロールメニューの接続デバイス名称を変更可能であり、日本語⼊⼒できること。 
(9)ワイヤレスミラーリングソフトをプリインストールし、下記の機能を有すること。 
   ア．ミーティングボードと同一のネットワーク上でデバイスの画面及び音声をミーティングボードにワイ 

ヤレスで転送ができること。 
   イ．最大で 16 台の接続デバイスの画面を同時に表示できること。 
   ウ．対応デバイスは、Windows10、11、iOS、Mac OS、Android OS、Chrome OS に対応

していること。 
   エ．複数のミーティングボードに同時に同一画面をワイヤレスで表示できること。 
(10)本体前面に物理的な「マルチファンクションボタン」を有しており「ホーム画面」、「スクリーンショット」、 

「アプリ起動」等の機能割り当てを有していること。 
(11)AI 対応した機能を有していること。 

ア．内蔵カメラ若しくは付属カメラと連携して、資料等のデータを使い、⽂章の解読、翻訳ができる 
こと。またその時の依頼は音声対応も可能なこと。 

イ．内蔵マイク若しくは付属マイクから翻訳変換し、20 言語以上の翻訳機能が可能なこと。言語 
は日本語からの翻訳のみならず、外国語からの翻訳も可能なこと。また AI 機能を使い、地方 
の方言への変換や、感情等の表現を加えた変換も可能であること。 

(12)Android 機能を無効にする設定を搭載していること。 
(13)マイク、カメラの接続デバイスの優先順位を設定できる機能を有していること。 
(14)カラーバリアフリーとして色補正機能を有していること。 
(15)ネットワーク経由でシステムの更新ができる仕組みを有すること。 
(16)CUD（カラーユニバーサルデザイン）の認証を有していること。 
(17)WEB カメラを書画カメラ同様に使用できるようにミーティングボード底面にネジ穴があること。 
(18)GooglePlay が使えること。 
(19)日本語表記のリモコンを付属すること。 
(20)セキュリティの観点から安易にアプリケーションがインストールできない仕組みを有すること。 
 
1.3. スタンドに関する仕様 
(1)86 型の液晶ディスプレイが問題なく搭載可能なこと。 
(2)ミーティングボードメーカーが推奨するスタンドであること。 
(3)100φ以上の大型キャスターでロック機能がついていること。 
(4)転倒角度が前後左右 15 度以上保てること。 
(5)パソコン等の機器を置く棚板を付属すること。 
(6)搭載するミーティングボードの高さを手動で調整できること。ハンドルは設置場所に応じて左右どちら

でも取付できること。 
 



1.4.導⼊・サポートについて 
(1)福岡県内にメーカーのサポート拠点があること。 
(2)利用期間中、操作方法などの問い合わせができるコールセンターがあること。また、コールセンターへ 

はフリーダイヤルであること。 
(3)オンサイトによる取扱説明、仕様説明を約 2 時間程度、1 回実施すること。 
(4)メーカー保証期間中にハードウェア及びソフトウェアに障害があった際には、受注者が速やかに該当

機種の修理若しくは部品の対応を⾏うこと。 
(5)メーカー保証期間中は保守部品の供給を保証すること。 


